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[地 震 災 害] 

第 ２ 章 

減災に向けたまちづくり 

第４節 津波対策 

（P3４） 

《現状》 

○  本市域には約４キロメートルに及ぶ海岸線があり、湘南ひらつかビー

チパーク等年間を通じて利用がある海岸エリアにおいて、「ひらつか海

岸エリア魅力アップチャレンジ」を策定し、湘南ひらつかビーチパークや

ひらつかシーテラス等の魅力アップを進めています。 

なお、令和２年９月 湘南ひらつかビーチパーク内に津波避難展望

台の整備、令和７年１０月 津波避難施設としての機能が備わったひらつ

かシーテラスの整備が完了しました。 

 

《今後の取組みの方向》 

（削除） 

 

 

 

９ 避難誘導標識の設置【市長室】 

津波浸水想定図や津波避難路を参考に津波浸水想定区域内から浸水

想定区域外への避難を目的とした避難誘導標識を設置することにより、

津波襲来時に津波浸水想定区域内にいる市民等の円滑な避難を確保し

ます。 

 

[地 震 災 害] 

[地 震 災 害] 

第 ２ 章 

減災に向けたまちづくり 

第４節 津波対策 

（P3４） 

《現状》 

○  本市域には約４キロメートルに及ぶ海岸線があり、湘南ひらつかビーチ

パーク等年間を通じて利用がある海岸エリアにおいて、「ひらつか海岸

エリア魅力アップチャレンジ」を策定し、湘南ひらつかビーチパークやひ

らつかシーテラス等の魅力アップを進めています。 

なお、令和２年９月 湘南ひらつかビーチパーク内に津波避難展望

台の整備が完了しました。 

  

 

《今後の取組みの方向》 

９ 海岸エリアにおける津波避難施設の整備等【都市整備部】 

「ひらつか海岸エリア魅力アップチャレンジ」に基づく湘南海岸公園龍

城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業によって整備する公園において、公園

利用者等の安心・安全対策として、津波避難施設の整備を進めます。 

10 避難誘導標識の設置【市長室】 

津波浸水想定図や津波避難路を参考に津波浸水想定区域内から浸水

想定区域外への避難を目的とした避難誘導標識を設置することにより、

津波襲来時に津波浸水想定区域内にいる市民等の円滑な避難を確保し

ます。 

 

[地 震 災 害] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工事完了に伴う

修正 

 

 

 工事完了に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回平塚市防災会議後の修正 

 【資料１－１】 



平塚市地域防災計画（地震災害対策計画）新旧対照表     改訂箇所 

新（改訂後） 旧（改訂前） 備考欄 
 

2 / 5 

第 ４ 章  

災害時の応急対策 

 

第６節 救急・救助、消火及び医療救護活動 

（P１26） 

２ 保健医療福祉活動 

(２) 役割 

カ 災害時地域医療機関 

災害時地域医療機関は、平塚市医師会等の協力により一時的

に平塚市休日・夜間急患診療所を災害時地域医療機関に改め、

平塚市保健センターに設置し、次の役割を担います。なお、平塚中

郡薬剤師会保健センター薬局は、災害救助法に基づく救護所内の

調剤所として扱います。 

主な役割 

 重症者、中等症者、軽症者の治療優先順位の振り分け（ト

リアージ） 

 中等症者及び重症者に対する搬送までの応急処置並びに

軽症者に対する処置 

 調剤及び医薬品等の支給 

 災害拠点病院等への患者搬送の要請 

 医療救護活動の記録 

 遺体搬送への手配（搬送及び遺体安置所への収容は関係

機関・団体等の協力を得て行う。） 

キ 臨時救護所 

主な役割 

 重症者、中等症者、軽症者の治療優先順位の振り分け（ト

第 ４ 章  

災害時の応急対策 

 

第６節 救急・救助、消火及び医療救護活動 

（P１２６） 

２ 保健医療福祉活動 

(２) 役割 

カ 災害時地域医療機関 

災害時地域医療機関は、平塚市医師会等の協力により一時的

に平塚市休日・夜間急患診療所を災害時地域医療機関に改め、

平塚市保健センターに設置し、次の役割を担います。 

 

 

主な役割 

 重症者、中等症者、軽症者の治療優先順位の振り分け（ト

リアージ） 

 中等症者及び重症者に対する搬送までの応急処置並びに

軽症者に対する処置 

 （追加） 

 災害拠点病院等への患者搬送の要請 

 医療救護活動の記録 

 遺体搬送への手配（搬送及び遺体安置所への収容は関係

機関・団体等の協力を得て行う。） 

キ 臨時救護所 

主な役割 

 重症者、中等症者、軽症者の治療優先順位の振り分け（トリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パブリックコメン

トへの対応 

 

 

 

 

 

 

 パブリックコメン

トへの対応 
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リアージ） 

 中等症者及び重症者に対する搬送までの応急処置並びに

軽症者に対する処置 

 調剤及び医薬品等の支給 

 災害拠点病院等への患者搬送の要請 

 医療救護活動の記録 

 遺体搬送への手配（搬送及び遺体安置所への収容は関係

機関・団体等の協力を得て行う。） 

 

(４)活動 

ウ 災害時地域医療機関 

(イ) 救護隊 

職   種 １隊の構成人員 備         考 

医  師 ３～12名 平塚市医師会 

看護師及び 

看護補助者 
５～10名 平塚市赤十字奉仕団等 

薬 剤 師 ２～３名 平塚中郡薬剤師会 

受     付 ２名 保健医療福祉部職員 

連  絡  員 １名 〃 

エ 臨時救護所 

(イ) 救護隊 

職   種 １隊の構成人員 備         考 

医  師 ３～12名  平塚市医師会 

歯 科 医 師 ３～16名  平塚歯科医師会 

アージ） 

 中等症者及び重症者に対する搬送までの応急処置並びに

軽症者に対する処置 

 （追加） 

 災害拠点病院等への患者搬送の要請 

 医療救護活動の記録 

 遺体搬送への手配（搬送及び遺体安置所への収容は関係

機関・団体等の協力を得て行う。） 

 

(４)活動 

ウ 災害時地域医療機関 

(イ) 救護隊 

職   種 １隊の構成人員 備         考 

医  師 ３～12名 平塚市医師会 

看護師及び 

看護補助者 
５～10名 平塚市赤十字奉仕団等 

（追加）   

受     付 ２名 保健医療福祉部職員 

連  絡  員 １名 〃 

エ 臨時救護所 

(イ) 救護隊 

職   種 １隊の構成人員 備         考 

医  師 ３～12名  平塚市医師会 

歯 科 医 師 ３～16名  平塚歯科医師会 

 

 

 

 パブリックコメン

トへの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パブリックコメン

トへの対応 
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看護師及び 

看護補助者 
５～10名 平塚市赤十字奉仕団等 

薬 剤 師 ２～３名 平塚中郡薬剤師会 

受     付 ２名  保健医療福祉部職員 

連  絡  員 １名    〃 

 

第１１節 津波対策 

（P１５４） 

５ 大津波警報、津波警報、津波注意報、津波情報発表時対策 

大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたときには、速やかに次に

掲げる措置を行います。また、湘南ひらつかビーチパーク、ひらつかシーテラ

スにおいて、海岸利用者に対して津波フラッグにより、情報伝達します。 

 

第１２節 応急給水・物資等の調達・供給活動 

（P165） 

２ 物資等供給 

(６) 物資等の取扱い 

ア 受入れ及び保管（地域内輸送拠点） 

(ア) 物資等の受入れの場所は、地域内輸送拠点とします。なお、地

域内輸送拠点の開設候補地は次のとおりとし、災害の規模や

施設の状況により決定します。地域内輸送拠点を使用する見

込みのある場合には、ただちに各施設管理者へ連絡し、被災

状況等を確認して開設の調整をします。 

 

 

看護師及び 

看護補助者 
５～10名 平塚市赤十字奉仕団等 

（追加）   

受     付 ２名  保健医療福祉部職員 

連  絡  員 １名    〃 

 

第１１節 津波対策 

（P１５４） 

４ 大津波警報、津波警報、注意報、津波情報発表時対策 

大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたときには、速やかに次に

掲げる措置を行います。また、湘南ひらつかビーチパークにおいて、海岸利

用者に対して津波フラッグにより、情報伝達します。 

 

第１２節 応急給水・物資等の調達・供給活動 

（P165） 

２ 物資等供給 

(６) 物資等の取扱い 

ア 受入れ及び保管（地域内輸送拠点） 

(ア) 物資等の受入れの場所は、地域内輸送拠点とします。なお、地

域内輸送拠点の開設候補地は次のとおりとし、災害の規模や

施設の状況により決定します。地域内輸送拠点を使用する見

込みのある場合には、ただちに各施設管理者へ連絡し、被災

状況等を確認して開設の調整をします。 

 

 

 

 

 パブリックコメン

トへの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 パブリックコメン

トへの対応 
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地域内輸送拠点 

１ 

（削除） 

 

 

JA全農青果センター株式会社神奈川センター（協定締結

事業者） 

平塚市東八幡５－５－１ 

（削除） 

 

 

２ 

総合防災基地（平塚市総合公園 陸上競技場（雨天練習

場）・野球場軒下） 

平塚市大原１ 

３ その他、地域内輸送拠点に適する場所 

 

 

地域内輸送拠点 

１ 

 平塚中央青果卸売株式会社平果地方卸売市場（協定

締結事業者） 

平塚市四之宮１－７－１ 

 JA全農青果センター株式会社神奈川センター（協定締

結事業者） 

平塚市東八幡５－５－１ 

※使用する地域内輸送拠点は被害状況、想定される物資量、

使用期間等を総合的に判断し協定締結事業者と協議の

上、決定する 

２ 

総合防災基地（平塚市総合公園 陸上競技場（雨天練習

場）・野球場軒下） 

平塚市大原１ 

３ その他、地域内輸送拠点に適する場所 

 

 

 

 閉業により削除 

 

 

 


